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議案第１０号 

 

   君津市福祉作業所ミツバ園の指定管理者の指定について 

 

 君津市福祉作業所ミツバ園の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市福祉作業所ミツバ園 

２ 施設の位置  君津市坂田３９６番地の４ 

３ 指定管理者  千葉県君津市大野台４２０番地２ 

合同会社 スリーアップ 

代表社員 三上正樹 

４ 指 定 期 間  令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

令和３年１１月２６日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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君津市福祉作業所ミツバ園の指定管理者となる団体の概要 

１ 名 称  合同会社スリーアップ 

２ 代 表 者  代表社員 三上正樹 

３ 所 在 地  千葉県君津市大野台４２０番地２ 

４ 設 立 日  令和元年１２月１９日 

５ 目 的 等  次の事業を営むことを目的とする。 

        (1) 飲食店の経営 

        (2) 生鮮食品及び一般食品の販売 

(3) 土木工事業 

(4) 建築工事業 

        (5) 左官工事業 

        (6) とび・土工工事業 

        (7) 石工事業 

        (8) 電気工事業 

        (9) 管工事業 

        (10)  鋼構造物工事業 

        (11) 鉄筋工事業 

        (12) 舗装工事業 

        (13) 塗装工事業 

        (14) 防水工事業 

        (15) 機械器具設置工事業 

        (16) 電気通信工事業 

        (17) 造園工事業 

        (18)  水道施設工事業 

        (19) 消防施設工事業 

        (20) 解体工事業 

        (21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく障害福祉サービス事業 

        (22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
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基づく地域生活支援事業 

        (23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく一般相談支援事業 

        (24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく特定相談支援事業 

        (25) 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 

        (26) 前各号に附帯する一切の事業 

６ 資本金の額 ５００万円 

７ 従業員等  職員３０人 


